
仕上がり線まで画像や背景がある場合は、
ここまでヌリタシをご作成下さい
（＊断裁時の若干のずれにより紙の地色が
出るのを防ぐ為です）

この赤い線が仕上がり線となります。
この位置で断裁されます。
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＊データ作成時のご注意＊
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたし
ます。
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに
変換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。）
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区民・行政・議会・

企業それぞれの

立場を尊重し、協

働しあう品川区

へ！

輝く街づくりのために

西本たか子の政治姿勢
あらゆる立場を理

解し傾聴

住民と行政との懸
け橋

政党にこだわらず、あらゆる立場の声をしっかり
聞き区政に生かします。

正しい情報の伝達 しっかりと正しい情報を伝え共に
考えていきます。

対立でなく支えあう関係、協働参画できるよ
う架け橋になります。

西本たか子プロフィール
■ 1960年 11月 福島県いわき市生まれ

■ 1981年 国立福島工業高等専門学校（福島高専）卒業

■ 1981年 東京農工大学 工業化学専攻３年へ編入学

■ 1983年 東京農工大学 工業化学専攻卒業 東京工業大学

生命科学科 研究生

■1984年～1985年 東海医理科工業株式会社

■1985年～2003年 アマシャムバイオサイエンス株式会社

■2003年 品川区議会議員 初当選

■2007年 品川区議会議員 2期目当選

■2011年 品川区議会議員 3期目当選

■2015年 品川区議会議員 4期目当選

■2018年9月 品川区長選挙出馬

■ 2019年 品川区議会議員 5期目当選

【その他役職】

●保護司 ● 自衛官募集相談員 品川区副支部長

●福島県うつくしま福島浜通り会 副会長

●品川区父母の連絡会 顧問

保護司として更生のお手伝い

（社会を明るくする運動の街頭宣伝）
第一回目から東京マラソン
のボランティアに参加

父母連会長時代から20年間

「ふれあい動物園」を開催

区内における感染者への対応について（品川保健所の対応）
保健所は、感染症の予防及び感染症の患者の医療に関する法

律に基づき、新型コロナウイルス感染症の患者に対し、入院勧
告、就業制限、医療費控除などを行っています。

また、積極的疫学調査※1)を実施し、感染者の濃厚接触者※2)に
対し、最終接触日から14日間の健康監視を実施し、感染拡大防

止に努めています。また、必要な場所の消毒等を確実に実施し
ています。
※1) 積極的疫学調査とは

感染症の拡大防止のため、患者の行動に関する情報（渡航歴
や行動歴等）、患者に関する情報（性別、年齢、居住地、症状、
経過など）、等を調査します。
※2) 濃厚接触者とは

新型コロナウイルス感染症については、下記に該当する方を濃
厚接触者としています。

○対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く
距離）

○会話や会食などが一定時間以上続き、多くの人と交わされる
環境

問い合わせ：保健予防課
（2/26時点での品川保健所のお知らせ）電話 03-5742-9152

新型コロナウイルス感染症の影響で経営環境に変化が現れ
た事業者さまへ
1．経営相談

新型コロナウイルス感染症の影響で、経営状況が悪化した
際の資金調達などのご相談をお受けする
経営相談窓口を設置しています。
経営相談：無料【お申込み】
面談はお電話による事前予約制
2．品川区中小企業事業融資あっ旋「経営変化対策資金」
区内中小企業の皆さまが必要な事業資金を低利で借り受け
られるよう、取扱金融機関に対し、品川区があっ旋をする制
度です。
【制度資金】経営変化対策資金
【申込期間】令和2年3月31日まで（状況により変更あり）
【対象要件】

(1)品川区内に住所を有すること
(2)引き続き同一事業を1年以上営んでいること
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(4)許可、認可等が必要な業種の場合、それらの手続きを終えてい
ること

(5)税金を滞納していないこと

(6)常時使用する従業員数が20人以下であること

【制度詳細】
・資金使途：運転資金
・あっ旋限度額：500万円
・返済期間：5年以内（うち据置12か月）
・本人負担利率：3年間無利子、4年目以降0.2％
・信用保証料補助：全額補助

【あっ旋のお申込方法・手続きについて】
１．あっ旋にあたっては商工相談員による審査（個別面談） 面談は事

前予約制
２．融資あっ旋申込書で申請
３．受付は、商業・ものづくり課の窓口
４．紹介状を即日発行

お問い合わせ
商業・ものづくり課中小企業支援係

住所：西品川1-28-3 品川区立中小企業センター
電話：03-5498-6340

臨時休業及び春季休業中の児童・生徒への対応について
1、子どもの活動場所確保（校庭）
小学校及び義務教育学校においては3月16日（月）から25日（水）までの
間、平日の12時30分から15時30分まで校庭を一般児童にも開放する。
開放時には複数の教職員等で見守る体制を確保する。

2、校庭開放（PTA委託事業）
小学校及び義務教育学校においては、休業中の土曜、日曜、祝日
（3/20・21・22・28・29・4/4・5）についてPTAの協力が得られた場合は、
校庭開放を実施する。

3、学校図書館開放の拡大
3月16日（月）から25日（水）までの間は実施日を拡大し、全ての平日に
おいて開館する。開館時間はすまいるスクールとの共同利用を前提とし、
各校ごとに設定する.

4、部活動の再開
春季休業中（3月26日から4月5日）の部活動については、校内での活動
に限り実施を可能とする。
・不用意に長時間いとなることがないように部活時間に配慮する。
・不要な飲食は避ける。
・他校との合同練習及び校外での交流試合については原則禁止する.

5 、留意点
・活動の際は必ず事前に自宅で検温し、発熱がないことを確認にうえ参
加させるよう、保護者に依頼する。なお、マスクを促す。
・校庭及び学校図書館おを利用出来るのは、当該校の児童・生徒のみと
する（土日祝日校庭開放を含む）
・こまめな換気行うとともに密集して行動しないように配慮する。
・児童生徒が手を触れる箇所を消毒液等で定期的に消毒する。

6、その他
この件は、学校HPに掲載のうえ一斉メールを送信するなどして各校から
児童・生徒及び保護者へ通知する。

毎年、楽しみにしていました地域の幼稚園、保育園、小学校、中学校
の卒業式の来賓の参加は自粛となり、残念でした。子ども達も急に休校
となり、さぞびっくりしたことと思います。
改めまして
卒業生の皆さま、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。
感染の終息は、まだ感じられませんが、お一人お一人の心がけが一番
の近道です。ご協力をお願いするととともに、経済状況がかなり厳しく
なってきました。どのように行動を取って良いか、迷ってしまう現状と思
います。デマや感染の口実に犯罪も出現してきました。正確な情報を少
しでも迅速にお伝えできるようしていきたいと思います。まず、お体にご
配慮いただきますようお願いします。 西本貴子
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